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【事件名】

【裁判結果］

【裁判官】

【出典】

［重要度】

■28270820 

東京地方裁判所

（ワ） 1 9 7 2 0号

福島原発事故損害賠償請求事件
一部認容、 一部棄却

水野有子 浦上薫史 仲吉統

Di-Law.com判例体系

平成25 年（ワ）第6 1 0 3 号／平成 25 年（ワ）第 1 9 7 2 0号

平成3 0年03月1 6日

（審71)2-2-3

6 1 0 3号／平成2 5年

当事者及び訴訟代理人は、 別紙当事者等目録1 （原告ら目録）、 別紙当事者等目録2 （原告ら訴訟代理人目録）及び別紙当事

者等目録3（被告ら等目録）記載のとおり

主文

1 被告らは、 連帯して、 別紙認容額等 一覧表「原告番号」欄記載の各原告（原告 16-2 、 原告 16-3 、 原告 16-4 、

原告 17-4 及び原告 17-5 を除く。）に対し、 各原告に係る同 一覧表の「認容額J襴記載の各金員及びこれに対する平成

2 3 年 3 月 1 1 H から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え．
2 原告 16-2、 原告 16-3 、 原告 16-4 、 原告 17-4 及び原告 17-5 の請求並びにその余の原告らのその余の請

求をいずれも棄却する．
3 訴訟費用は、

(1) 別紙認容額等 一 覧表「原告番号」襴記載の各原告（原告 16-2 、 原告 16-3 、 原告 16-4 、 原告 17-4 及び

原告 17-5 を除く。）と被告らとの間に生じた訴訟費用は、 各原告に係る同 一 覧表の「訴訟費用負担割合」欄記載の割合の

費用を当該各原告の負担とし、 その余を被告らの負担とし、

(2) 原告 16-2、 原告 16-3 、 原告 16-4 、 原告 17-4 及び原告 17-5 と被告らとの間に生じた費用は、 当該

原告らの負担とする。

4 この判決は、 第 1項に限り、 仮に執行することができる。

ただし、 被告らが別紙認容額等一覧表「原告番号」欄記載の各原告（原告 16-2、 原告 16-3 、 原告 16-4 、 原告 1 7 

-4 及び原告 17-5 を除く。）に対し、 各原告に係る同 一 覧表の「担保額J襴記載の各金員の担保を、 各自供するときは、

当該被告は、 当該担保を供した原告との関係でその執行を免れることができる。

目次
第一章 当事者の求めた裁判

第一 請求の趣旨

第二 被告らの答弁

一 被告東電の答弁
二 被告国の答弁

第二章 本件訴訟の概要及び前提事実
第一 本件訴訟の概要

第二 前提事実

ー 当事者

第 1 原告ら

第 2 被告東電

＝ 原子力発電所及び本件原発の概要

第1 原子力発電所の概要

第 2 本件原発の概要等
1 本件原発の概要

2 本件設置等許可処分

3 本件原発の本件事故時設備等

(1) 圧力容器、 格納容器等

(2) 電源関係
ア 外部電源設備

イ 非常用D/G
ウ M/C

ェ P/CとMCC

オ 直涜電源盤

(3) 冷却設備

ア 総論、 分類

イ 1号機の主たる停止時冷却系統等

ウ 2~5 号機

エ 非常用海水ポンプ
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